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当該年度 前々々年度

1 1 1

前年度 前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

20,974 17,215 16,427

前年度補助事業
の主な実施概要

18,215

利用者数：134人（令和６年度末）

補助金交付
による効果

　補助金の交付により、自身の死後事務を行う者がいない高齢者が、地域において安
心して生活することができ、地域福祉の推進につながる。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

終期を延長する
理由

　社会福祉協議会が実施する終活サポートセンター事業等を支援することで、自身の死
後事務を行う者がいない高齢者が、地域で安心して生活できるようにするものとして補
助を継続するため。

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

その他

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
○補助対象経費：人件費（職員俸給、職員諸手当、非常勤職員給与、法定福利費）、事務費（福利厚
生費）、事業費（諸謝金、旅費交通費、研修研究費、消耗器具備品費、印刷製本費、車輛費、修繕費、
通信運搬費、保守料、広報費、業務委託料、手数料、保険料、賃借料、租税公課、雑費、会議費）、そ
の他市長が特に必要と認める経費
○補助額の算定方法・考え方：補助事業の実施に必要な額の範囲内、かつ予算の範囲内において市
長が定める額

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

補助金の目的
及び

補助対象事業

【補助金の目的】
　自身の死後事務を行う者がいない高齢者が、地域において安心して生活できるよう支援するこ
とを目的とする。
【補助対象事業】
　終活サポートセンター事業、ずーっとあんしん安らか事業、やすらかパック事業

補助金の終期 令和10 年度 延長回数 2 回

（非公募の場合）
非公募の理由

　本事業は、社会福祉協議会が実施する「終活サポートセンター事業」、「ずーっとあん
しん安らか事業」及び「やすらかパック事業」に対する補助であるため。

補助開始年度 平成29 年度 経過年数 9 年度

交付先決定方法 非公募
（公募の場合）

公募時期
－

（公募の場合）
応募要件

－

       補助金調書

補助金名 やすらかパック事業等終活⽀援事業補助金 担当課
（連絡先）

福祉局生活福祉部地域共生課
（ＴＥＬ 733-5346）

交　付　先 団体
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会
区分 その他の補助金
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